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〇
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す
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ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
北
方
領
土
開
発
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
〇
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
ロ
シ
ア
政
府
が
策
定
し
た
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
期
間
に
わ
た
り
実
施
さ
れ

る
「
千
島
列
島
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に
つ
い
て
、
「
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
が
承
認
し
た
『
「
二
千
七
年
か
ら
二
千
十
五
年
ま

で
の
ク
リ
ル
諸
島
（
サ
ハ
リ
ン
州
）
社
会
・
経
済
発
展
」
連
邦
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
方
が
ビ
ザ
な
し
交
流
の
枠
組
み
で
本
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
六
月
二
日
の
日
程

で
択
捉
島
を
訪
問
し
た
際
、
現
地
の
エ
レ
ー
ナ
・
コ
ル
イ
チ
ュ
ワ
副
地
区
長
よ
り
、
「
千
島
列
島
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に

約
百
七
十
九
億
四
千
百
七
十
万
ル
ー
ブ
ル
、
日
本
円
に
し
て
約
八
百
億
円
超
の
予
算
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
と
の
説
明
を
受
け

た
。
外
務
省
は
右
の
様
な
「
千
島
列
島
経
済
社
会
発
展
計
画
」
の
金
額
等
、
そ
の
詳
細
な
内
容
を
承
知
し
て
い
る
か
。

二

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
千
島
列
島
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に
基
づ
く
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
北
方
領
土
の
開
発
に
よ
り
北

方
領
土
の
社
会
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
く
現
状
は
、
我
が
国
の
国
益
に
資
す
る
形
で
の
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に
対
し
て
ど

の
様
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
何
ら
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
我
が
国
の
手
が

全
く
及
ば
な
い
中
で
、
「
千
島
列
島
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に
基
づ
く
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
北
方
領
土
の
開
発
及
び
そ
れ
に

一



よ
り
北
方
領
土
の
社
会
基
盤
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
現
状
は
、
我
が
国
へ
の
北
方
領
土
返
還
を
実
現
さ
せ
る
上
で
、
ど
の

様
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
の
か
、
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
「
我
が
国
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
が
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
り
不
法
占
拠
さ
れ
続

け
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
第
三
国
の
国
民
等
が
あ
た
か
も
北
方
四
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
管
轄
権
を
前
提
に
し
た
か

の
ご
と
き
形
で
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
に
入
域
す
る
こ
と
等
は
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場

と
相
容
れ
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
」
と
の
認
識
を
示
し
、
さ
ら
に
、
か
か
る
ロ
シ
ア
に
よ
る
北
方
領
土
の
不
法
占
拠

に
対
処
す
る
方
策
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
北
方
領
土
問
題
そ
の
も
の
を
解
決
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
の
方

針
の
下
、
引
き
続
き
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
す
る
考
え
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
我
が
国
固
有
の
領
土
で

あ
る
北
方
領
土
に
対
す
る
ロ
シ
ア
政
府
の
実
効
支
配
が
強
化
さ
れ
て
い
く
現
状
を
解
決
す
る
に
は
、
北
方
領
土
問
題
そ
の
も

の
の
解
決
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
当
方
も
十
分
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
務
省
が
右
答
弁
で
「
引
き
続
き

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
す
る
考
え
で
あ
る
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
こ
こ
六
、
七
年
、
北
方
領
土
問
題
は
一
向
に
解

決
に
向
け
て
前
進
を
見
せ
て
い
な
い
の
が
、
紛
れ
も
な
い
実
状
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

二



四

北
方
四
島
は
日
ロ
両
国
の
係
争
地
域
で
あ
り
、
話
し
合
い
で
解
決
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
様
な
中
で
、
ロ
シ
ア

政
府
が
「
千
島
列
島
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に
よ
っ
て
北
方
領
土
に
対
す
る
実
効
支
配
を
強
め
て
い
る
現
状
を
鑑
み
る
時
、

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
外
務
省
が
言
う
様
に
、
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
北
方
領
土
の
実
効
支
配
が
強
化
さ
れ
て
い
く
現
状
を

た
だ
座
視
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
北
方
領
土
が
益
々
遠
ざ
か
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
る
。
我
が
国
と
し
て
も
、
日
本
企
業
の

北
方
領
土
へ
の
進
出
を
促
し
、
北
方
領
土
の
内
部
か
ら
我
が
国
の
資
本
、
文
化
等
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
、
ま
た
は
、
二
〇
〇

五
年
七
月
に
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
知
床
に
関
し
、
知
床
と
同
様
の
生
態
系
に
属
し
て
い
る
北
方
領
土
ま
で
の
世
界

遺
産
の
区
域
の
拡
張
を
日
ロ
が
共
同
し
て
申
請
す
る
様
、
ロ
シ
ア
に
働
き
か
け
、
更
に
そ
れ
が
実
現
し
た
後
に
は
、
日
ロ
両

国
共
同
で
北
方
領
土
の
環
境
保
全
を
行
う
等
、
積
極
的
に
北
方
領
土
開
発
に
乗
り
出
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

様
に
し
て
北
方
領
土
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
不
法
占
拠
、
実
効
支
配
を
段
々
と
弱
め
て
い
く
等
の
、
大
胆
に
発
想
を
転
換
し
た

方
法
が
今
こ
そ
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

五

本
年
五
月
三
十
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
〇
四
号
）
に
は
、
一
九
九
八
年
二
月
二
十
一
日
に
日
ロ
間
で

署
名
さ
れ
た
「
日
本
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
の
操
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
若

干
の
事
項
に
関
す
る
協
定
」
（
以
下
、
「
安
全
操
業
協
定
」
と
い
う
。
）
で
「
こ
の
協
定
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る

三



活
動
及
び
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
の
措
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
い
か
な
る
活
動
及
び
措
置
も
、
相
互
の
関
係
に
お

け
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
い
ず
れ
の
政
府
の
立
場
及
び
見
解
を
も
害
す
る
も
の
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
安
全
操
業
協
定
」
に
よ
り
海
上
で
は
日
ロ
両
国
の
主
権
、
立
場
を
害
さ
な
い
こ

と
を
前
提
と
し
た
活
動
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
陸
上
で
同
様
の
取
り
決
め
を
作
り
、
超
法
規
的
な
枠
組
み
に
よ
り
、
例
え
ば

我
が
国
の
企
業
の
進
出
を
図
る
等
の
こ
と
を
行
え
る
の
で
は
な
い
の
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


